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「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」について 

〜企業価値の毀損を防ぐために〜 
今回は原則6 「サプライチェーンを展望した責任感」です。ご確認をお願いします。 
［原則６］ サプライチェーンを展望した責任感 
業務委託先や仕入先・販売先などで問題が発生した場合においても、サプライチェーンにおける当事者として
の役割を意識し、それに⾒合った責務を果たすよう努める。 
（解説） 
6-1 今日の産業界では、製品・サービスの提供過程において、委託・受託、元請・下請、アウトソーシングな

どが一般化している。このような現実を踏まえ、最終顧客までのサプライチェーン全体において自社が担っ
ている役割を⼗分に認識しておくことは、極めて有意義である。 
自社の業務委託先等において問題が発生した場合、社会的信用の毀損や責任追及が自社にも及ぶ
事例はしばしば起きている。サプライチェーンにおける当事者としての自社の役割を意識し、それに⾒合っ
た責務を誠実に果たすことで、不祥事の深刻化や責任関係の錯綜による企業価値の毀損を軽減するこ
とが期待できる。 

 
6-2 業務の委託者が受託者を監督する責任を負うことを認識し、必要に応じて、受託者の業務状況を適

切にモニタリングすることは重要である。 
契約上の責任範囲のみにとらわれず、平時からサプライチェーンの全体像と自社の位置・役割を意識して
おくことは、有事における顧客をはじめとするステークホルダーへの的確な説明責任を履⾏する際などに、
迅速かつ適切な対応を可能とさせる。 
 

（不祥事につながった問題事例） 
・ 外部委託先に付与したセキュリティ権限を適切に管理しなかった結果、委託先従業員による情報漏えい 

を招き、委託元企業の信頼性を毀損 
・ 製品事故における法的な責任に加え、サプライチェーンのマネジメントを怠り、徹底的な原因解明・対外説

明を自ら果たさなかった結果、ステークホルダーの不信感を増⼤させ、企業の信頼性を毀損 
・ 建築施工における発注者、元請、下請、孫請という重層構造において、極めて重要な作業工程における

データの虚偽が発覚したにもかかわらず、各当事者間の業務実態を把握しようとする意識が不⼗分であった
結果、有事における対外説明・原因究明等の対応に遅れをとり、最終顧客や株主等の不信感を増⼤ 

・ 海外の製造委託先工場における過酷な労働環境について外部機関より指摘を受けるまで意識が薄かっ 
た結果、製品の製造過程における社会的問題が、当該企業のブランド価値を毀損 


